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  10月 31 日土曜日，水島公民館で倉敷市内校 27 校と早島中学校の合計 28校の代表者の弁論大会が

行われました。28 人の演題は，校内のあいさつ運動で生徒会の一員として頑張ったことや，伝統文化

を保存していくことの大切さ，真備の災害に直面した経験，大切な家族を亡くしてわかったこと，ＳＮ

Ｓの恐怖とその対策，言葉の重みなど，様々でしたが，どの弁論を聴いても感性の鋭さや，中学生には 

重すぎる体験も，きちんと受け止め，今後の生き方を見直していこうとする力強さを感じました。 

郷内中からは，『あたりまえ』という演題で，３年生の石原さんが出場しました。石原さんは今年夏の入院生

活を経験して，「今まで何気なく過ごしていた日常のできごとが当たり前ではなかったのだ」ということに初め

て気づき，これからは，「友達との楽しい時間」，「授業を受けられること」，「家族の支え」などに感謝しながら

生きていきたいと，力強く発表しました。苦しかった体験を通して語られるひとつひとつの言葉には，重みがあ

り心を打たれました。 

【石原咲花さんの感想】 

 

 

                                                                 

                                                                 

 

 

 

 

                                         

 

 

１１月４日，３年生の進路説明会を行いました。岡山県立高等学校では大きな変更はありませんが，

私立の高等学校 16校で，インターネット出願が導入されました。 

今までは，受験する本人・保護者がそれぞれ受験する学校の願書に必要事項を記入し，中学校からそ

れぞれの高等学校に持っていっていましたが，インターネット出願では，まず，受験する本人・保護者

が自宅で出願校の出願サイトにアクセスし，画面の指示に従って入力し，申込内容確認書を印刷し担

任に提出し，担任が確認します。確認終了後に入学検定料の支払い方法を選択し，各自で支払いを済ま

せます。支払いが完了した時点で受験番号が決定します。入学願書と受験票を印刷し，入学願書を担任

に提出します。 

つまり，これまでは，中学校ごとに受験番号が並んでいましたが，この出願方法では同じ中学校でも

受験番号がばらばらになるということになります。また，ご家庭によっては，インターネットの環境が

整っていなかったり，プリンターの調子が悪かったりすることもあると思います。手順や操作方法な

ど不明な点がある場合には，すぐに中学校にご連絡ください。受験に関する提出物は，いかなる理由で

も期限に遅れてしまうと，高等学校に受け取ってもらえませんので，早めにお願いします。 

 

裏面に続く☞ 

 

 たくさんの人がいる中で，自分の弁論を発表するのはとて

も緊張したけど，すごくいい経験をすることができました。そ

して，他の学校の弁論を聴くのもとても楽しく，共感できる内

容やすごい体験をした内容などがあり，文の構成や書き方も

学ぶことができ，とても勉強になりました。 



  

 

  

 

前号でもお伝えしましたように，２学期の期末考査は，１１月２７日（金）・２８日（土）・３０日

（月）の３日間です。２７日（金）は，給食後に下校，２８日は土曜授業日（３校時まで），３０日は

テストを含めて５校時まで授業，専門委員会があります。午後の部活動はありません。 

 

 ブレザータイプの制服は，１２月の個人懇談でお披露目する予定です。 

                                             

                                        

 

 

 

 

校庭も蟻峰山も，紅葉で色づき美しいです。 

  11月 14日，『180歳？の青春』という演題で，茶屋町の佐藤圭一さんと，郷内に住んでおられ，

倉敷市婦人協議会会長の土屋紀子さんの講演会がありました。演題の 180歳というのは，おふたり

の年齢を足した年齢だそうですが，おふたりとも背筋がまっすぐで若々しく，笑顔が美しい素敵な

年齢の重ね方をなさっています。その秘訣は，ご講演の中にヒントがたくさんありました。 

 佐藤さんは，現在，自分史や随筆の講師をなさっており，これまでに茶屋町史の執筆もされまし

た。佐藤さん曰く，「青春とは，①やりたいことや好きなことができていること ②人の役に立って

いること ③自分は若いと思っていること」だそうです。また，ご縁を大切にされており，「今ま

で，自分がやってきたことは，すべて誰かに支えられ助けていただいたお陰でできたのだ。」という

気持ちを常にもち，毎日，朝起きられたことに感謝，おいしくご飯がいただけたことに感謝，美し

い紅葉を見せていただいていることなど，すべてに感謝をしながら生活されていらっしゃいます。

「人権は，感謝に始まり，“ありがとう”で終わる」という言葉が心に響きました。 

  

土屋紀子さんは，昔から手先が器用でいらっしゃり，ある大きな企業で編み物の先生をなさって

いました。毎月，他の先生方が次から次へと解雇されていく中，土屋さんは最後まで頼りにされ続

け，今でも生徒さんたちと連絡を取り合い，楽しく過ごしていらっしゃる様子や，若い頃に県内の

婦人会で出会われた意地悪な女性の言動と，彼女の周りからどんどん人が去っていく様子を，リア

ルにユーモアたっぷりにお話しくださいました。人としての温かさの中に，目標を見据えた凛とし

た強さをもっていらっしゃる，現代女性の憧れであり，お手本でもある方だと思いました。 

 

お二人のお話に共通していたことは，「ありがとう」を一日に何十回も口に出しておられること

でした。「ありがとう」と言える毎日に感謝し，笑顔で他の人にも幸せを分けておられる，そんな素

敵なお二人の講演会でした。私も，この講演を聴かせていただいたことに感謝し，郷内中学校区の

人権のテーマ「めざそう！人権を大切にしあう明るい郷内を」心に刻み，自分にも他の人にも許す

心をもち，「ありがとう。お先にどうぞ」の気持ちで生活したいと思います。素晴らしい講演会をあ

りがとうございました。 

 


